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※介護保険の対象となる特定疾病16種類
● がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る）
●関節リウマチ　　　　　●筋萎縮性側索硬化症　●後縦靭帯骨化症　●骨折を伴う骨粗鬆症　●初老期における認知症
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病　　　 ●脊髄小脳変性症　　　●脊柱管狭窄症　●早老症
●多系統萎縮症　　　　　●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症　　　　　　 ●脳血管疾患　　●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患　　　●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

40～64歳の方で医療保険に加入している方
▶第2号被保険者

加齢が原因とされる特定の病気（特定疾病）に
より、介護や支援が必要であると認定を受けた
場合に、介護保険のサービスが利用できます。

▶第1号被保険者

　介護や支援が必要であると認定を受けた方
は、介護保険のサービスが利用できます。

65歳以上の方

加入対象者
保険料納付
要介護認定の申請

サービス費用の１～３割を負担

加入者（被保険者）

４０
歳
以
上

保険証の交付
要介護認定の通知

報酬
市区町村（保険者）

介護報酬の請求

介護サービスの提供
サービス提供事業者

介護保険の仕組み

介護保険について

▶介護保険とは
　常に介護を必要としないが、家事や身支度など日常生活に不自由を感じている方や、寝たきり・
認知症などにより常に介護が必要な方などが申請に基づき、要介護認定を受けると介護サービス
や介護予防サービスなどが受けられます。
　内容は、ヘルパーの派遣を利用するサービス、日帰りで通うサービス、施設入所サービス、福祉
用具の貸与・購入、住宅改修などがあります。
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▶申請
　本人、家族または地域包括支援センター、居宅介護支援事業所の代行により介護保険課に
申請してください。
●申請に必要なもの
①介護保険要介護認定申請書
　 申請書などについては介護保険課または地域包括支援センターなどにあります。また、池
田市ホームページからダウンロードも可能です。（申請書に、対象者の「主治医名記入欄」が
あります。事前に確認してください。）
② 介護保険被保険者証（65歳未満の方は医療保険に加入していることが分かるもの（マイナ
ポータルの資格情報画面、資格確認書等））

▶調査
●認定調査
　池田市の職員または市が委託した居宅介護支援事業所などの調査員が自宅や入所先など
へ訪問し、日常の生活動作、心身の状況などの調査を行います。
●主治医意見書
　主治医が病気などの症状をまとめた意見書を作成します。この意見書は市から直接主治医
に依頼します。本人の普段の状況について『主治医意見書問診票』に記入し、診察等の際に主
治医へお渡しください。（入院中などで主治医が問診票の内容について把握している場合は
必要ありません。）

▶審査判定
　認定調査の結果と主治医意見書などを基に、「介護認定審査会」で介護の必要性や程度に応
じて8段階（非該当（自立）、要支援1・2、要介護1～5）に審査判定します。
※ 認定結果に不服がある場合には、通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に大阪府の介
護保険審査会に申し立てができます。

介護保険の申し込みはどうするのか
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※ 「要支援の状態にあってもその悪化をできる限り防ぐこと」を目的としていますので、本人
の出来ることはできるだけ本人に行ってもらい、日常生活の活性化を図ります。

▶介護サービス計画（ケアプラン）の作成
●要支援1・2と認定された方
　介護予防サービス及びサービス・活動事業を利用できます。サービスの利用を希望される
方は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへケアプランの作成を依頼してくだ
さい。担当の地域包括支援センターについては、認定の結果通知に資料を同封しています。
●要介護1～5と認定された方
　介護サービスを利用できます。介護サービスの利用を希望される方は、居宅介護支援事業
所のいずれかへケアプランの作成を依頼してください。市内の居宅介護支援事業所の一覧表
は、認定の結果通知に同封しています。
●手続きの方法
　担当の地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所を選び、介護保険被保険者証を添
えて、直接申し込みをしてください。ケアプラン作成費用の利用者負担はありません。

▶サービスの利用開始
　サービスを利用した際に、サービス提供事業者に対してサービス費用の1～3割を支払い
ます。（保険料の未納があると、一部サービスを除き給付を制限されることがあります。）

区分 状態のめやす サービス

非該当
（自立）

要支援状態・要介護状態のいずれにも該当しないと認められた
とき。

一般介護予防
（介護予防教室等）

要支援1 食事、排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世
話に介助が必要。 介護予防サービス

及びサービス・
活動事業※要支援2 食事、排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話に一部介

助が必要など。

要介護1 食事、排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話に一部介
助が必要など（予防給付の適切な利用が困難な方）。

介護サービス

要介護2 食事、排泄に何らかの介助を必要とし、身の回りの世話全般に介
助が必要など。

要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできないなど。

要介護4 排泄や身の回りの世話、立ち上がり、歩行などがほとんど自分で
できない。問題行動有りなど。

要介護5 食事、排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行などがほとんど
できない。問題行動有りなど。

▶認定
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介護保険料について
　介護保険制度は介護が必要になった高齢者を社会全体で支え
ることを目的に創設された公的保険制度です。介護や支援が必要
になったとき安心して充実したサービスを利用できるよう、保険
料の納付にご理解とご協力をお願いいたします。

23%

27%50%

ࠃ
౎ಓ෎ݝ
区ொଜࢢ
͕負担

保
険
料

公
費

65歳以上の
方の保険料

40～64歳の
方の保険料

※ྩ࿨�ʙ�೥౓のׂ合ͰすŇ

65歳以上の方の保険料の納め方

※特別徴収･普通徴収は自分で選ぶことができません｡

普通徴収 納付書または口座振替で納めます｡

特別徴収 年金からあらかじめ差し引かれます｡(年金天引き)
●｢年金｣とは老齢(退職)年金､遺族年金､障害年金を指します｡

年金が年額
18万円以上の方( )

次のような場合は､
一時的に普通徴収となります

●前年度2月以降に65歳になった
●ほかの市区町村から転入した
●修正申告などにより保険料が変更になった
                       　　　　　　　　　　 など

※仮徴収と本徴収で年金からの天引き額に大きな差異がある場合は8月分の仮徴収額
　を変更し、調整を行う場合があります｡

前年の所得が確定するまでは､前年度保
険料額をもとに算定された額を納めます｡

確定した保険料年額から、仮徴収分を
差し引いた額を3期に分けて納めます。

4月
(1期)

6月
(2期)

8月
(3期)

10月
(4期)

12月
(5期)

2月
(6期)

仮徴収 本徴収
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40歳から64歳（第2号被保険者）の方の保険料
▶国民健康保険に加入している方
世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などに応じて世帯ごとに決まります。

▶職場の健康保険に加入している方
加入している健康保険ごとの算定方法で決まります。

保険料を納めないでいると

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置が
とられます。

費用の全額を利用者が
いったん自己負担し、申請
により後で保険給付分が
支払われる形となります。

1年以上滞納すると

費用の全額を利用者が負
担し、申請後も保険給付の
一部、または全部が差し止
めとなります。さらに滞納
が続くと滞納していた保
険料と相殺されます。

1年6か月以上滞納すると

利用者負担が引き上げら
れたり、高額介護サービス
費等が受けられなくなっ
たりします。

2年以上滞納すると
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　65歳以上の方を対象に、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するた
めに行っている事業です。
　介護予防・日常生活支援総合事業には、要介護認定で要支援1・2の判定を受けた方や、事業対象
者が利用できる「サービス・活動事業」と、65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事
業」があります。

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業とは

※ 要介護認定を受けた方全員に、自己負担割合（1～3割）が記載された「介護保険負担割合証」が
発行されます。
※ 第2号被保険者（40歳以上65歳未満の方）、住民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわ
らず1割負担となります。

　サービスの利用料は、本人の合計所得金額等に応じて費用の1～3割を利用者が負担します。

ຊ人の
合ܭ所ಘۚ額

೥ۚऩ入ʴͦのଞの合ܭ所ಘۚ額の合ܭ額
負担ׂ合

ੈଳʹࡀ��Ҏ上のํ͕�人 ੈଳʹࡀ��Ҏ上のํ͕�人Ҏ上

220万円以上
340万円以上 463万円以上 3割

280万円以上340万円未満 346万円以上463万円未満 2割
280万円未満 346万円未満 1割

160万円以上
220万円未満

280万円以上 346万円以上 2割
280万円未満 346万円未満 1割

160万円未満 － 1割

利用者負担について

　要介護度ごとに、介護保険が利用できる
サービス費用の限度額が決められています。

支給限度額（目安）

要հޢ
状態区分

୐サービスのډ
支څ限౓額（�͔月）

要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

※ 限度額を超えて介護サービスを利用した場
合は、超えた分の費用は全額自己負担とな
ります。

　要介護1、利用者負担割合が1割の方が、月
15万円分の介護サービスを利用した場合・・・

利用者負担額の例

介護サービス費用額 150,000円

※ 利用者負担額のほかに、食費、日常生活費な
どは全額自己負担となります。

հޢอݥΑΓڅ෇
���
���ԁ

利用者
負担額
��
���ԁ

支給限度額 167,650円
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サービス・活動事業
　要支援1・2または事業対象者と認定され、生活機能の低下がみられる方は、訪問型サービスと
通所型サービス、介護予防ケアマネジメントを利用することができます。
▶訪問型サービス
　●介護予防訪問介護（ホームヘルプ）に相当するサービス
　●短期的に集中して行う訪問による支援サービス（訪問型サービスC）
▶通所型サービス
　●介護予防通所介護（デイサービス）に相当するサービス
　●短期的に集中して行う通所による支援サービス（通所型サービスC）
▶介護予防ケアマネジメント
　● 介護予防、自立支援を目的としたアセスメント（課題分析）、サービス計画の作成、モニタリングを行うサービス

基本3ヶ月の通所（運動の教室）とリハビリテーション専門職が日常生活などのアドバイスを自宅に
て行う訪問を組み合わせたサービスです。参加者の目標に合わせて通所と訪問を一体的に行います。

短期集中予防サービス（短期集中リハビリ教室）

▶要支援1・2、事業対象者
※ リハビリテーション専門職によるサービス
や予防通所介護に相当する通所型サービス
を利用している場合は対象となりません。

対象者
　理学療法士または作業療法士が自宅へ訪問
します。
　通所の前後及び通所中に、毎月1回自宅へ訪
問します。

訪問

●曜日・時間　 火曜日、金曜日の午前中 
（2回／週、基本3ヶ月）

●場　　 所　保健福祉総合センター
●費　　 用　2,000円／月

通所（教室）
　担当介護支援専門員（ケアマネジャー）また
は地域包括支援センターに相談してくださ
い。

申し込み
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一般介護予防事業
お問い合わせ  ஍Ҭࢧԉ՝ʢࢢ໾ॴ2֊6൪૭ޱʣὸ752�����ʢ಺ઢ3�0ɾ3��ʣ

　65歳以上の方を対象に、要介護（支援）状態になることの予防や悪化の軽減、防止を目的に行う
事業です。

▶ふくまる元気アップ教室
　運動を中心とし、栄養・口腔機能・認知症予
防に関する講話・ミニ講話を取り入れた健康
運動教室です。市内4箇所で実施しています。
▶脳トレエクササイズ
　認知症予防の教室です。脳を活性化させる
運動を認知症についてのミニ講話を交えなが
ら行う教室です。
※ ふくまる元気アップ教室と脳トレエクササ
イズや通所介護（通所型サービスを含む）・
通所リハ（予防通所リハを含む）との同時参
加はできません。

介護予防教室

　栄養・口腔機能・認知症予防についての講演
会、調理実習を実施しています。
　介護予防教室・講座の開催日程や開催場所
は市の広報誌などにてお知らせします。

介護予防講座

　地域高齢者の集いなどに出向き、介護予防
（口腔・栄養・転倒予防など）に関する講義や体
操などを実施します。

出前講座

　介護予防の取組（高齢者の機能維持、自立支
援の強化）を推進する事業です。
　リハビリテーション専門職や管理栄養士が
地域包括支援センター職員、介護支援専門員
にアドバイスします。
※ 対象となるのは、要支援1・2、事業対象者、
要介護1・2の方を支援する地域包括支援セ
ンター職員、介護支援専門員です。

地域リハビリテーション活動支援事業

● その他、医師や薬剤師による健康相談を
実施しています。
● 今後、地域住民のみなさんが主役になっ
て取り組む介護予防活動（通いの場やボ
ランティア活動など）を育て、支援して
いきます。
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介護サービスなどの利用手順

●「サービス・活動事業」「一般介護予防事業」の詳細については、
　地域支援課（☎072-754-6288）までお問い合わせください。

相談 お住まいの地域を担当する地域包括支援センターでサービス利用の目的や希望するサービス
を相談します。

一般介護予防事業（65歳以上の方が利用できます）

基本チェックリスト
質問項目の内容から日常生活に必要な生活機能
が低下していないか、また社会参加の有無等を確認
し、事業対象者に該当するかどうかを判定します。

認定
該当非該当

事業対象者 要支援1・2の方 要介護1～5の方

サービス・活動事業 介護予防サービス 介護サービス

要介護（要支援）認定の申請

要介護（要支援）認定
認定調査～判定

一般介護予防事業への
参加を希望

要介護認定が必要な
サービスを希望

サービス・活動事業の
利用を希望

認定期間
更新時

非該当

池田市 高齢福祉サービスのご案内 13
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ケアプラン作成からサービス利用まで

在宅Ͱ
サービスΛ
利用͍ͨ͠

居宅介護支援事業所に
ケアプランの作成を依頼
● 居宅介護支援事業所を選び、連絡します。
● 担当のケアマネジャーが決まります。

要介護1～5
と認定された方

介護保険施設と契約
入所を希望する施設へ
直接申し込みます。

施設ʹ
入所ͯ͠
サービスΛ
利用͍ͨ͠

要支援1・2
と認定された方

● 心身の状態や環境、生活歴な
どから、課題を分析します。
● お住まいの地域によって担当
の地域包括支援センターが決
まっています。 
（4ページ参照）

地域包括支援センター・
介護予防支援事業所に
ケアプランの作成を依頼

本人や家族とサービス
担当者を含めて目標を
達成するための具体
策、利用サービスなど
の支援メニューを決定
します。

ケアプランの作成

池田市 高齢福祉サービスのご案内14
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　介護サービス・介護予防サービス提供事業者や介護保険施設と契約したり、居宅介護支援事業
所や地域包括支援センターに依頼し、介護（予防）サービス計画（ケアプラン）に基づいてサービス
を利用します。

要介護・要支援認定は期間ごとに更新が必要です
▶要介護・要支援の認定には有効期間があります。
　引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間が終了する前に更新認定の申請をする必要が
あります。
　更新認定の申請は、有効期間終了日の60日前から受付します。

高齢者の心身の状態は変化しやすいため、必要な介護の度合いは一定であるとは限りませ
ん。適切なサービスが提供されるよう、一定期間ごとに状態をチェックして、認定を見直す必
要があるためです。

Q なぜ要介護・要支援の認定には有効期間があるのですか？
A

在宅サービス
の利用開始
ケアプランに基づ
いて居宅サービス
を利用します。
20ページ～

α
ồ
Ϗ
ε
ࣄ
ۀ
ॴ
ͱ
ܖ
໿

ケアプランの作成
● 計画の原案の作成
● サービスの担当者との話し合い
● ケアプランを作成
ケアマネジャーと面接して生活上の課題等を把握し、サービス利用の原
案を作ったあと、家族やサービス事業所と、原案について検討します。
サービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランが作成され、同
意により完成します。

ケアプランの作成
施設のケアマネジャーが
本人にあったケアプランを作成します。

施設
サービスの利用開始
ケアプランに基づいて施設
サービスを利用します。

α
ồ
Ϗ
ε
ࣄ
ۀ
ॴ
ͱ
ܖ
໿

介護予防サービスの利用開始
ケアプランにそって介護予防サービス 20ページ～
及びサービス・活動事業 10ページ～ を利用します。

サービス・活動事業の利用開始
ケアプランにそってサービス・活動事業 10ページ～ を利用します。

55ページ～
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　ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性が
あります。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗います。

公衆衛生の豆知識

・爪は短く切っておきましょう。 ・時計や指輪は外しておきましょう。手洗いの前に

流水でよく手をぬらした後、石け
んをつけ、手のひらをよくこすり
ます

手の甲をのばすように
こすります

指先・爪の間を念入りに
こすります

親指と手のひら
をねじり洗いし
ます

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。
手首も忘れずに洗います

֏Τνέοτ

ਖ਼͍͠ϚεΫͷண༻�

指の間を洗います

１ ２ 3

１ ２ 3

4 5 6

　咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、
袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。
対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされています）が、一定時間以上、
多くの人々との間で交わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチ
ケットを徹底しましょう。

電車や職場、学校など
人が集まるところでやろう

ゴムひもを耳にかける

3ͭͷ֏Τνέοτ
せき

何もせずに咳や
くしゃみをする

せき

咳やくしゃみを
手でおさえる

せき

袖で口・鼻を覆う
おお

ティッシュ・ハンカ
チで口・鼻を覆う

おお
マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

おお

鼻と口の両方を確実に覆う
おお

隙間がないよう鼻まで覆う
おお

マスクが
ない時 とっさの時

ਖ਼͍͠खͷચ͍ํ

出典：厚生労働省ホームページ｢国民の皆さまへ （新型コロナウイルス感染症）｣（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html）より加工・編集して作成

マスクの着用は個人の判断が
基本となります。
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